
平 成 27 年 ８ 月 10 日 

 

 

各 教 育 事 務 所 長 様 

西部教育事務所芸北支所長 様 

 

 

 豊 か な 心 育 成 課 長 

 

 

いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の  

自殺予防について（通知） 

 

 

このことについて，別紙写しのとおり各市町教育委員会教育長に通知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話 (08 2 ) 5 1 3 - 5 0 4 3( ﾀ ﾞ ｲﾔ ﾙ ｲ ﾝ ) 

担当 生徒指導係 

（ 担当者  小島 ） 

 

 

Administrator
スタンプ



平成 2 7 年８月 1 0 日 

 

 

各市町教育委員会教育長  様 

 

 

 広島県教育委員会教育長 

  （豊かな心育成課） 

 

 

いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の  

自殺予防について（通知） 

 

 

このことについて，文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から別紙写しのとおり

通知がありました。 

ついては，所管の各学校において「いじめ防止対策推進法」及び「学校いじめ防止

基本方針」を踏まえた組織的な対応を行える体制が整備されているかどうかを点検す

るとともに，夏季休業中に「生徒指導資料 No.28（改訂版）いじめの問題への取組の

徹底のために」（県教育委員会発行）及び「生徒指導支援資料５『いじめに備える』」

（国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター発行）等を活用した校内研修

等を実施するなど，いじめの未然防止及び早期発見・早期対応の取組の一層の充実を

図るよう指導してください。 

また，各学校の「学校いじめ防止基本方針」及び「いじめ防止委員会等設置要綱」

がホームページ上に公開されていない場合は，保護者及び地域への周知という観点か

ら，速やかに対応するよう指導してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話 (08 2 ) 5 1 3 - 5 0 4 3( ﾀ ﾞ ｲﾔ ﾙ ｲ ﾝ ) 

担当 生徒指導係 

（ 担当者  小島 ） 
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平 成 27 年 ８ 月 10 日 

 

 

各 県 立 学 校 長 様 

 

 

 豊 か な 心 育 成 課 長 

 

 

いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の  

自殺予防について（通知） 

 

 

このことについて，文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から別紙写しのとおり

通知がありました。 

ついては，各学校において「いじめ防止対策推進法」及び「学校いじめ防止基本方

針」を踏まえた組織的な対応を行える体制が整備されているかどうかを点検するとと

もに，夏季休業中に「生徒指導資料 No.28（改訂版）いじめの問題への取組の徹底の

ために」（県教育委員会発行）及び「生徒指導支援資料５『いじめに備える』」（国立

教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター発行）等を活用した校内研修等を実

施するなど，いじめの未然防止及び早期発見・早期対応の取組の一層の充実を図って

ください。 

また，各学校の「学校いじめ防止基本方針」及び「いじめ防止委員会等設置要綱」

がホームページ上に公開されていない場合は，保護者及び地域への周知という観点か

ら，速やかに対応してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話 (08 2 ) 5 1 3 - 5 0 4 3( ﾀ ﾞ ｲﾔ ﾙ ｲ ﾝ ) 

担当 生徒指導係 

（ 担当者  平野 ） 
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